
別添１　所得の算定について

夫 妻

所得額 Ａ 所得の合計（※１） 円 円

Ｂ 児童手当法施行令第３条第１項の控除額（※２） 80,000円 80,000円

Ｃ 雑損控除額（※３） 円 円

Ｄ 医療費控除額（※３） 円 円

Ｅ 小規模企業共済掛金控除額（※３） 円 円

Ｆ 障害者控除額（該当者数×270,000円） 円 円

Ｇ 障害者控除額(特別)（該当者数×400,000円） 円 円

Ｈ 勤労学生控除額（該当する場合 270,000円） 円 円

Ｉ 寡婦控除額（該当する場合 270,000円） 円 円

Ｊ 寡婦控除額(特別)（該当する場合 350,000円） 円 円

Ｋ 控除額合計（Ｂ～Ｊの合計） 円 円

Ｌ 所得額（Ａ－Ｋ）（マイナスの場合は0円） 円 円

Ｍ 夫婦の所得額の合計

※１　 Ａ欄は所得額証明書の「総所得金額等」の数字

（給与所得のみの方は，源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が該当）

※２　 Ｂ欄は，Ａの総所得額がある場合に控除することができます。

※３　 Ｃ，Ｄ，Ｅ欄は実際に控除された額
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